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諫
早
湾
干
拓
開
門
問
題
に
係
る
長
崎
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
和
解
協
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日
付
け
で
佐
賀
県
有
明
海
漁
業
協
同
組
合
、
福
岡
有
明
海
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
熊
本
県
漁

業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
三
県
漁
連
」
と
い
う
。
）
か
ら
山
本
農
林
水
産
大
臣
宛
に
提
出
さ
れ
た
要
望
書
（
以
下
「
要
望

書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
先
般
、
長
崎
地
裁
の
和
解
協
議
に
伴
い
、
国
が
開
門
調
査
に
代
わ
る
対
策
と
す
る
基
金
案
を

説
明
す
る
な
か
で
、
協
議
が
不
成
立
の
場
合
、
基
金
ば
か
り
で
な
く
有
明
海
再
生
に
係
る
予
算
も
無
く
な
る
か
、
減
額
さ
れ
る

と
し
、
私
達
に
基
金
案
の
受
諾
を
求
め
て
い
ま
す
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
要
望
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な

国
の
「
求
め
」
に
つ
い
て
、
「
不
合
理
な
提
案
」
で
、
「
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

国
は
係
る
指
摘
に
あ
る
と
お
り
、
長
崎
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
和
解
協
議
（
以
下
「
和
解
協
議
」
と
い
う
。
）
が
不
成
立

の
場
合
に
は
、
従
来
の
有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二

十
号
）
に
基
づ
く
再
生
事
業
（
以
下
「
従
来
の
再
生
事
業
」
と
い
う
。
）
の
予
算
を
削
減
す
る
と
い
う
説
明
を
行
っ
た
事
実

は
あ
る
か
。

二

一
が
事
実
な
ら
ば
、
い
つ
、
誰
が
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
の
か
。

一



三

仮
に
、
一
が
事
実
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
つ
、
誰
が
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
こ
と
が
、
前
記
三
県

漁
連
の
受
け
止
め
に
つ
な
が
っ
た
の
か
。

四

三
に
つ
い
て
、
適
切
な
調
査
を
行
っ
た
か
。

五

一
の
事
実
の
有
無
は
と
も
か
く
、
和
解
協
議
が
不
成
立
の
場
合
に
、
国
が
従
来
の
再
生
事
業
の
予
算
を
削
減
す
る
こ
と
は

あ
り
得
る
の
か
。

六

国
が
従
来
の
再
生
事
業
の
予
算
削
減
を
盾
に
と
っ
て
基
金
案
の
受
諾
を
迫
る
こ
と
は
、
威
圧
的
で
不
当
な
要
求
で
は
な
い

か
。

七

予
算
削
減
に
関
す
る
説
明
が
あ
っ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
三
県
漁
連
か
ら
威
圧
的
で
あ
る
と
受
け

取
ら
れ
る
よ
う
な
不
当
な
説
明
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
三
県
漁
連
に
対
し
謝
罪
し
、
予
算
の
削
減
を
行
う
こ
と
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
確
約
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

八

現
在
、
有
明
海
漁
場
環
境
改
善
連
絡
協
議
会
（
以
下
「
四
県
協
議
」
と
い
う
。
）
の
場
で
成
案
を
目
指
し
て
い
る
基
金
に

基
づ
く
漁
場
環
境
改
善
策
に
つ
い
て
は
、
和
解
協
議
と
は
切
り
離
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
和
解
協
議
が
不

調
に
終
わ
り
、
開
門
し
な
い
と
い
う
結
論
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
四
県
協
議
で
成
案
が
得
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
成
案

二



は
実
施
す
る
の
か
。

九

和
解
協
議
の
帰
趨
と
関
係
な
く
基
金
案
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
四
県
協
議
の
場
で
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

右
質
問
す
る
。

三


